
平成２８年度　兵庫県水防計画　修正箇所

頁 項 新 旧 備考

P1 前書き 削除

 注：「想定最大規模降雨」、「想定し得る最大規模の高潮」を前提とし
　　　 た洪水、雨水出水、高潮に対する対応については、政令等の改
　　　 正後に行うこととし、当面は計画規模の降雨を前提とした洪水
　　　 対応とする。ただし、水防管理者において計画規模以上の降雨
　　　 に基づく取組を行うことを妨げるものではない。

浸水想定区域にかか
る記載位置を改めた
（第１章第２節　用語
の定義）

P1 第１章　第１節

　・・・兵庫県管内の河川、海岸、港湾、ため池、内水（法第２条第１
項に定める雨水出水のこと。以下同じ）等に対する水防上必要な監
視、警戒、通信、連絡、輸送及びダム又は水門もしくは閘門の操
作、・・・

　・・・兵庫県管内の河川、海岸、港湾、ため池等に対する水防上必
要な監視、警戒、通信、連絡、輸送及びダム又は水門若しくは閘門の
操作、・・・ 「内水」を追加

10　水位周知下水道（法第13条の２）
　　知事又は市町長が、雨水出水により相当の被害が生ずるおそれ
  があるものとして指定した公共下水道等の排水施設等（排水施設
  又はこれを保管するポンプ施設もしくは貯留施設）をいう。

10　水位周知排水施設等（法第13条の２）
　　知事又は市町長が、雨水出水により相当の被害が生ずるおそれ
  があるものとして指定した公共下水道等の排水施設等（排水施設
  又はこれを保管するポンプ施設若しくは貯留施設）をいう。

表記の修正

12　水位到達情報
　　水位周知河川、水位周知下水道または水位周知海岸において、
　あらかじめ定めた氾濫危険水位(※1)への到達に関する情報のほ
　か、水位周知河川においては氾濫注意水位（警戒水位）、避難判
　断水位(※2)への到達情報、水位周知河川または水位周知海岸
　においては氾濫発生情報のことをいう。
　※1　国管理河川においては氾濫危険水位（特別警戒水位）と
　　　している。
　※2　県管理河川においては避難判断水位（特別警戒水位）と
　　　している。

新設 用語の追加

13　洪水浸水想定区域(法第14条)
　　上記９により指定した河川について、国土交通大臣が定める基
　準に該当する想定最大規模降雨(※)により当該河川が氾濫した
　場合に浸水が想定される区域をいう。

12　洪水浸水想定区域(法第14条)
　　上記９により指定した河川について、国土交通大臣が定める基
　準に該当する想定最大規模降雨により当該河川が氾濫した場合
　に浸水が想定される区域をいう。

H27水防法改正に伴
う名称変更

14　雨水出水浸水想定区域（法第14条の２）
　　上記10により指定した排水施設等について、国土交通大臣が定
　める基準に該当する想定最大規模降雨(※)により当該排水施設
　に雨水を排除できなくなった場合又は、当該排水施設から河川等
　へ雨水を排除できなきなった場合に浸水が想定される区域をいう。

13　雨水出水浸水想定区域（法第14条の２）
　　上記10により指定した排水施設等について、国土交通大臣が定
　める基準に該当する想定最大規模降雨により当該排水施設に雨
　水を排除できなくなった場合又は、当該排水施設から河川等へ雨
　水を排除できなきなった場合に浸水が想定される区域をいう。

H27水防法改正に伴
う名称設定

P2 第１章　第２節

資料３－２



平成２８年度　兵庫県水防計画　修正箇所

頁 項 新 旧 備考

資料３－２

15　高潮浸水想定区域（法第14条の３）
　  上記11により指定した海岸について、国土交通大臣が
　定める基準に該当する想定し得る最大規模の高潮(※)に
　より氾濫が発生した場合に浸水が想定される区域をいう。

14　高潮浸水想定区域（法第14条の３）
　  上記11により指定した海岸について、国土交通大臣が
　定める基準に該当する想定し得る最大規模の高潮に
　より氾濫が発生した場合に浸水が想定される区域をいう。

H27水防法改正に伴
う名称設定

16　兵庫県災害対策本部
17　水防指令

15　兵庫県災害対策本部
16　水防指令

項目追加に伴う見出
し番号のずれ

18　水防団待機水位〔通報水位（法第12条第１項）〕
19　氾濫注意水位〔警戒水位（法第12条第２項、第17条）〕
20　洪水特別警戒水位（法第13条第１項、第２項）

17　水防団待機水位〔通報水位（法第12条第１項）〕
18　氾濫注意水位〔警戒水位（法第12条第２項、第17条）〕
19　特別警戒水位（法第13条第１項、第２項）

洪水・雨水出水・高潮
を区別したもの

21　雨水出水特別警戒水位（法第13条の２第１項、第２項）
　　雨水出水による災害の発生を特に警戒をすべき水位をいう。 新設

洪水・雨水出水・高潮
を区別したもの

22　高潮特別警戒水位（法第13条の３）
　　警戒水位を超える水位であって、高潮による災害の発生を特に
  警戒すべき水位をいう。

新設

洪水・雨水出水・高潮
を区別したもの

23　氾濫危険水位
24　水防連絡会
25　土木事務所（長）等

20　氾濫危険水位 〔危険水位〕
21　水防連絡会
22　土木事務所（長）等

用語の見直しに伴い
併記していたが、新名
称に統一するもの

※　「想定最大規模降雨」、「想定最大規模の高潮」を
　　前提とした洪水、雨水出水及び高潮に対する対応に
　　ついては、当面は「計画規模の降雨を前提とした洪
　　水」及び「計画規模の高潮」対応とする。

新設

計画の冒頭に記載し
ていたものの記載位
置を変更

P3 第１章　第２節

第１章　第２節P2



平成２８年度　兵庫県水防計画　修正箇所

頁 項 新 旧 備考

資料３－２

P4 第１章　第３節　４

(5)　国土交通大臣は、洪水予報を行った場合もしくは洪水特別警戒
　　水位に達したときは、その旨を関係市町の長に通知しなければな
　　らない。

(5)　国土交通大臣は、洪水予報を行った場合若しくは洪水特別警戒
　　水位に達したときは、その旨を関係市町の長に通知しなければな
　　らない。

表記の修正

P4 第１章　第３節　５

(2)　知事は、下記のとおり各々の浸水想定区域の指定を行い、その
　 区域及び想定される水深を公表するとともに、関係市町長に通知
　 するものとする。
　　ア　洪水予報河川及び水位周知河川にかかる洪水浸水想定区
域
　　イ　水位周知下水道にかかる雨水出水浸水想定区域
　　ウ　水位周知海岸にかかる高潮浸水想定区域

(2)　知事は、下記のとおり各々の浸水想定区域の指定を行い、その
　 区域及び想定される水深を公表するとともに、関係市町長に通知
　 するものとする。
　　ア　洪水予報河川及び水位周知河川にかかる洪水浸水想定区域
　　イ　水位周知排水施設等にかかる雨水出水浸水想定区域
　　ウ　水位周知海岸にかかる高潮浸水想定区域

表記の修正

P4 第１章　第３節　５

(5)　知事は、洪水予報を行った場合もしくは(4)の各特別警戒水位
　　に達したときは、その旨を関係市町の長に通知しなければなら
　　ない。

(5)　知事は、洪水予報を行った場合若しくは(4)の各特別警戒水位
　　に達したときは、その旨を関係市町の長に通知しなければなら
　　ない。

表記の修正

P6 第１章　第４節
(3)　水防活動は原則として複数人で行い、水防活動を行う範囲に
　　応じて監視員を適宜配置する。

(3)　水防活動を行う範囲に応じて監視員を適宜配置する。 H28年２月水防計画
作成の手引きの修正
事項を反映

(5)　指揮者は水防団員等の安全確保のため、あらかじめ活動可
　 能時間等を水防団員等へ周知し、共有するほか、活動中の不
   測の事態に備え、待避方法、待避場所、待避を指示する場合
　 の合図等を事前に徹底する。

(5)　指揮者は水防団員等の安全確保のため、あらかじめ活動可
   能時間等を水防団員等へ周知し、共有する。

H28年２月水防計画
作成の手引きの修正
事項を反映

(6)　津波浸水想定の区域内にある水防団は、気象庁が発表
　 する津波警報等の情報を入手し、活動可能時間が確保でき
　 ることを確認し、確保できない恐れがある場合は安全確保
   を優先して避難する。

新設

H28年２月水防計画
作成の手引きの修正
事項を反映

P7 第１章　第４節



平成２８年度　兵庫県水防計画　修正箇所

頁 項 新 旧 備考

資料３－２

P10 第２章　第１節　４ 追加

P12 第３章　第２節　２

地域防災計画におけ
る災害対策本部の配
備体制を踏まえた変
更

(3) 農林水産省海岸関係 

班    名 所    管   区    域 

加古川農林水産振興事務所 神戸市、明石市、加古郡(播磨町) (２市１町) 

姫 路   〃 姫路市、赤穂市、たつの市 (３市) 

但 馬 水 産 事 務 所 豊岡市、美方郡 (新温泉町、香美町) (１市２町) 

洲本農林水産振興事務所  洲本市、南あわじ市、淡路市 (３市) 

洲 本 土 地 改 良 事 務 所 
淡路市、南あわじ市内の農林水産省(農
村振興局)所管海岸 

(２市) 

合    計 ９市 ３町  

 

２ 水防非常配備 

態勢区分 配 備 時 期 態勢の内容 配備人員 
水防本部長 
からの指令 

第１非常 
配備態勢 

(1) 今後の気象情報及び水位又は潮位に注

意及び警戒を必要とするとき。 
(2) 震度 4の地震が発生したとき 
【自動発令】。 

主として情報

連絡に当たり、事

態の推移によっ

ては、直ちに人員

の招集その他活

動ができる態勢 

少  数 
水 防 指 令 
第 １ 号 

第２非常 
配備態勢 

(1) 水防事態の発生が予想され、数時間の

間に水防活動の必要が予想されるとき。 
(2) 水防警報の「準備」が発せられたとき。 
(3) 震度５強又は５弱の地震が発生した

とき【自動発令】。 

水防事態が発

生すればそのま

ま水防活動が遂

行できる態勢 

所属人員 
の 半 数 

水 防 指 令 
第 ２ 号 

第３非常 
配備態勢 

(1) 水防事態が切迫し、または水防態勢の

規模が大きくなり第２非常配備態勢では

処理しかねると予想されるとき。 
(2) 水防警報の「出動」が発せられたとき。 
(3) 震度６弱以上の地震が発生したとき

【自動発令】。 
(4) 津波注意報、または津波警報、大津波

警報が発表されたとき【自動発令】。 

完全な水防態勢 
所属人員 
の 全 員 

水 防 指 令 
第 ３ 号 

 

(3) 農林水産省海岸関係 

班    名 所    管   区    域 

加古川農林水産振興事務所 神戸市、明石市、加古郡(播磨町) (２市１町) 

姫 路   〃 姫路市、赤穂市、たつの市 (３市) 

但 馬 水 産 事 務 所 豊岡市、美方郡 (新温泉町、香美町) (１市２町) 

光 都 農 林 振 興 事 務 所 赤穂市内の農林水産省(農村振興局)所管海岸 (１市) 

洲本農林水産振興事務所 洲本市、南あわじ市、淡路市 (３市) 

洲 本 土 地 改 良 事 務 所 
淡路市、南あわじ市内の農林水産省 
(農村振興局)所管海岸 

(２市) 

合    計 ９市 ３町  

 

２ 水防非常配備 

態勢区分 配 備 時 期 態勢の内容 配備人員 
水防本部長 
からの指令 

第１非常 
配備態勢 

(1) 今後の気象情報及び水位又は潮位に注

意及び警戒を必要とするとき。 
(2) 震度 4 の地震が発生したとき 
【自動発令】。 

主として情報

連絡に当たり、事

態の推移によっ

ては、直ちに人員

の招集その他活

動ができる態勢 

所属人員の

うちからあ

らかじめ定

めた少数の

人員を配備 

水 防 指 令 
第 １ 号 

第２非常 
配備態勢 

(1) 水防事態の発生が予想され、数時間の

間に水防活動の必要が予想されるとき。 
(2) 水防警報の「準備」が発せられたとき。 
(3) 震度５強又は５弱の地震が発生した

とき【自動発令】。 

水防事態が発

生すればそのま

ま水防活動が遂

行できる態勢 

所属人員の

うちからあ

らかじめ定

めた概ね５

割以内の人

員を配備 

水 防 指 令 
第 ２ 号 

第３非常 
配備態勢 

(1) 水防事態が切迫し、または水防態勢の

規模が大きくなり第２非常配備態勢では

処理しかねると予想されるとき。 
(2) 水防警報の「出動」が発せられたとき。 
(3) 震度６弱以上の地震が発生したとき

【自動発令】。 
(4) 津波注意報、または津波警報、大津波

警報が発表されたとき【自動発令】。 

完全な水防態勢 
原則として

所属人員全

員を配備 

水 防 指 令 
第 ３ 号 

 



平成２８年度　兵庫県水防計画　修正箇所

頁 項 新 旧 備考

資料３－２

P13 第３章　第３節　２

(1)　河川の水位もしくは海岸の潮位が氾濫注意水位（警戒水位）
　 又は警戒潮位に達し、なお上昇のおそれがあるとき。

(1)　河川の水位若しくは海岸の潮位が氾濫注意水位（警戒水位）
   又は警戒潮位に達し、なお上昇のおそれがあるとき。

表記の修正

P13 第３章　第４節

  水位及び潮位が氾濫注意水位（警戒水位）もしくは警戒潮位以下
に減じて水害もしくは高潮の期限がなくなったとき、・・・

  水位及び潮位が氾濫注意水位（警戒水位）若しくは警戒潮位以下
に減じて水害若しくは高潮の期限がなくなったとき、・・・

表記の修正

P14 第４章　第１節　２
気象台修正意見を反
映

津波警報等の種類と発表される津波の高さ等 

津波警報等

の種類 
発表基準 

津波の高さ予想の区

分 

発表される津波の高

さ 津波警報等を見聞

きした場合にとる

べき行動 

発表官署 
数値で

の発表 

定性的表現

での発表 

大津波警報 

予想される津波

の高さが高いと

ころで３ｍを超

える場合 

10ｍ＜予想高さ 10ｍ超 

巨大 

陸域に津波が浸水

するおそれがある

ため、沿岸部や川

沿いにいる人は、

ただちに高台や避

難ビルなど安全な

場所へ避難する。 

警報が解除される

まで安全な場所か

ら離れない。 
気象庁本

庁又は大

阪管区気

象台 

５m＜予想高さ≦10m 10ｍ 

３m＜予想高さ≦５m ５ｍ 

津波警報 

予想される津波

の高さが高いと

ころで１ｍを超

え、３ｍ以下の場

合 

１m＜予想高さ≦３m ３ｍ 高い 

津波注意報 

予想される津波

の高さが高いと

ころで0.2ｍ以

上、１ｍ以下の場

合であって、津波

による災害のお

それがある場合 

0.2m≦予想高さ≦１m １ｍ (表記なし) 

陸域では避難の必

要はない。海の中

にいる人はただち

に海から上がっ

て、海岸から離れ

る。海水浴や磯釣

りは危険なので行

わない。 

注意報が解除され

るまで海に入った

り海岸に近付いた

りしない。 

注１） 津波による災害のおそれがなくなったと認められる場合、津波警報等の解除を行う。このうち、

津波の観測状況等により、津波がさらに高くなる可能性は小さいと判断した場合には、津波の高

さが津波注意報の発表基準未満となる前に、海面変動が継続することや留意事項を付して解除を

行う場合がある。 

注２） 「津波の高さ」とは、津波によって潮位が高くなった時点における潮位と、その時点に津波がな

かったとした場合の潮位との差であって、津波によって潮位が上昇した高さをいう。 

津波警報等の種類と発表される津波の高さ等 

津波警報等

の種類 
発表基準 

津波の高さ予想の区

分 

発表される津波の高さ 津波警報等を見聞

きした場合にとる

べき行動 

発表官署 数値で

の発表 

巨大地震の

場合の発表 

大津波警報 

予想される津波の

高さが高いところ

で３ｍを超える場

合 

10ｍ＜予想高さ 10ｍ超 

巨大 

陸域に津波が浸水

するおそれがある

ため、沿岸部や川

沿いにいる人は、

ただちに高台や避

難ビルなど安全な

場所へ避難する。 

警報が解除される

まで安全な場所か

ら離れない。 
気象庁本庁

又は大阪管

区気象台 

５m＜予想高さ≦10m 10ｍ 

３m＜予想高さ≦５m ５ｍ 

津波警報 

予想される津波の

高さが高いところ

で１ｍを超え、３

ｍ以下の場合 

１m＜予想高さ≦３m ３ｍ 高い 

津波注意報 

予想される津波の

高さが高いところ

で0.2ｍ以上、１

ｍ以下の場合であ

って、津波による

災害のおそれがあ

る場合 

0.2m≦予想高さ≦１m １ｍ (表記なし) 

陸域では避難の必

要はない。海の中

にいる人はただち

に海から上がっ

て、海岸から離れ

る。海水浴や磯釣

りは危険なので行

わない。 

注意報が解除され

るまで海に入った

り海岸に近付いた

りしない。 

注１） 津波による災害のおそれがなくなったと認められる場合、津波警報等の解除を行う。このうち、 

津波の観測状況等により、津波がさらに高くなる可能性は小さいと判断した場合には、津波の高さ 

が津波注意報の発表基準未満となる前に、海面変動が継続することや留意事項を付して解除を行う 

場合がある。 

注２） 「津波の高さ」とは、津波によって潮位が高くなった時点における潮位と、その時点に津波がなか 

ったとした場合の潮位との差であって、津波によって潮位が上昇した高さをいう。 
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３ 津波情報 

大津波警報・津波警報・津波注意報を発表した後、「予測される津波の高さ」、「津波の到達予想時刻」

等の情報を発表する。 

津波情報の種類と発表内容 

 情報の種類 発表内容 

津 

波 

情 

報 

津波到達予想時刻・予想される津波の高さ

に関する情報 

各津波予報区の津波の到達予測時刻や予想され

る津波の高さを５段階の数値（メートル単位）ま

たは２種類の定性的表現で発表 
［発表される津波の高さの値は、前項（津波警報

等の種類と発表される津波の高さ等）参照］ 

各地の満潮時刻・津波到達予想時刻に関す

る情報 
主な地点の満潮時刻や津波の到達予想時刻を発

表 

津波観測に関する情報 沿岸で観測した津波の時刻や高さを発表 

沖合の津波観測に関する情報 
沖合で観測した津波の時刻や高さ、及び沖合の観

測値から推定される沿岸での津波の到達時刻や

高さを津波予報区単位で発表 

津波に関するその他の情報 津波に関するその他必要な事項を発表 

 （津波観測に関する情報） 

大津波警報・津波警報の発表後、沖合や沿岸の観測点で観測した津波の高さや到達時刻を発表する。

なお、大津波警報を発表している沿岸で、観測された津波の高さが１ｍ以下のとき、又は津波警報を発

表している沿岸で、観測された津波の高さが２０ｃｍ未満のときは、津波の高さを「観測中」と発表す

る。 

３ 津波情報 

大津波警報・津波警報・津波注意報を発表した後、「予測される津波の高さ」、「津波の到達予想時刻」等 

の情報を発表する。 

津波情報の種類と内容 

 情報の種類 情報の内容 

津 

波 

情 

報 

津波到達予想時刻・予想される

津波の高さに関する情報 

各津波予報区の津波の到達予測時刻や予想される津波の高さ

を５段階の数値（メートル単位）または２種類の定性的表現

で発表 
［発表される津波の高さの値は、前項（津波警報等の種類と

発表される津波の高さ等）参照］ 

各地の満潮時刻・津波到達予想

時刻に関する情報 
主な地点の満潮時刻や津波の到達予想時刻を発表 

津波観測に関する情報 沿岸で観測した津波の時刻や高さを発表（※１） 

沖合の津波観測に関する情報 
沖合で観測した津波の時刻や高さ、及び沖合の観測値から推

定される沿岸での津波の到達時刻や高さを津波予報区単位で

発表 

津波に関するその他の情報 津波に関するその他必要な事項を発表 

 （※１）津波観測に関する情報の発表内容について 

 ・ 沿岸で観測された津波の第１波の到達時刻と押し引き、及びその時点における最大波の観測時刻 

と高さを発表する。 

 ・ 最大波の観測値については、観測された津波の高さが低い段階で数値を発表することにより避難 

を鈍らせるおそれがあるため、当該津波予報区において大津波警報または津波警報が発表中であ 

り観測された津波の高さが低い間は、数値ではなく「観測中」の言葉で発表して、津波が到達中 

であることを伝える。 
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最大波の観測値の発表内容 

発表中の 

津波警報等 
発表基準 発表内容 

大津波警報 
観測された津波の高さ＞１ｍ 数値で発表 

観測された津波の高さ≦１ｍ 「観測中」と発表 

津波警報 
観測された津波の高さ≧0.2ｍ 数値で発表 

観測された津波の高さ＜0.2ｍ 「観測中」と発表 

津波注意報 
（すべて数値で発表） 数値で発表 

（津波の高さがごく小さい場合は「微弱」と表現） 

 

（※２）沖合の津波観測に関する情報の発表内容について 

 ・ 沖合で観測された津波の第１波の観測時刻と押し引き、その時点における最大波の観測時刻と高さ 

を観測点ごとに、及びこれら沖合の観測値から推定される沿岸での推定値(第１波の到達時刻、最大波 

の到達時刻と高さ)を津波予報区単位で発表する。 
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・ 最大波の観測値及び推定値については、観測された津波の高さや推定される津波の高さが低い 

段階で数値を発表することにより避難を鈍らせるおそれがあるため、当該津波予報区において大 

津波警報または津波警報が発表中であり沿岸で推定される津波の高さが低い間は、数値ではなく 

「観測中」（沖合での観測値）または「推定中」（沿岸での推定値）の言葉で発表して、津波が到 

達中であることを伝える。 

 ・ ただし、沿岸から距離が 100kmを超えるような沖合の観測点では予報区との対応付けが困難と 

なるため、沿岸での推定値は発表しない。また、観測値についても、より沿岸に近く予報区との 

対応付けができている他の観測点での観測値や推定値が数値で発表されるまでは「観測中」と発 

表する。 

 

最大波の観測値及び推定値の発表内容（沿岸から 100km程度以内にある沖合の観測点） 

発表中の 

津波警報等 
発表基準 発表内容 

大津波警報 

沿岸で推定される津波の高さ＞３ｍ 沖合での観測値、沿岸での推定値とも数値で

発表 

沿岸で推定される津波の高さ≦３ｍ 沖合での観測値を「観測中」、沿岸での推定

値は「推定中」と発表 

津波警報 

沿岸で推定される津波の高さ＜１ｍ 沖合での観測値、沿岸での推定値とも数値で

発表 

沿岸で推定される津波の高さ≧１ｍ 沖合での観測値を「観測中」、沿岸での推定

値は「推定中」と発表 

津波注意報 
（すべて数値で発表） 沖合での観測値、沿岸での推定値とも数値で

発表 

 

沿岸からの距離が 100km を超えるような沖合での観測点では、津波予報区と対象との対応付けが難 

しいため、沿岸での推定値は発表されない。また、観測値についても、他の観測点での観測値や推 

定値が発表されるまでは、「観測中」と発表される。 

全国の警報等の発表状況 発表基準 発表内容 

いずれかの津波予報区で

大津波警報または津波警

報が発表中 

より沿岸に近い他の沖合の観測

点（沿岸から 100km以内にある

沖合の観測点）において数値の

発表基準に達した場合 

沖合での観測値を数値で発表 

上記以外 沖合での観測値を「観測中」と発表 

津波注意報のみ発表中 （すべて数値で発表） 沖合での観測値を数値で発表 
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P17 第４章第２節
現状のフェニックス防
災システムによる通
知方法を反映

P18
第４章　第３椄

【重要】国における氾濫危険水位は新たな基準に基づき記載し
　　　　ています。
　　　　このため本節で示す避難判断水位は避難準備情報発表
　　　　の目安水位です。

【重要】国における氾濫危険水位 、特別警戒水位は新たな基準
　　　　に基づき記載しています。
　　　　このため本節で示す避難判断水位は避難準備情報発表
　　　　の目安水位です。

表記の修正

 

第２節   気象状況の通知 

１ 神戸地方気象台の注意報・警報の通知(津波を除く) 

 
 
 
 
       災害対策課 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

県下全土木事務所 
尼崎港管理事務所・姫路港管理事務所 
県土整備部県土企画局総務課 
県土整備部県土企画局技術企画課 
県土整備部県土企画局交通政策課 

県土整備部土木局各課 
県土整備部住宅建築局建築指導課 
農政環境部農政企画局総務課 

農林水産局農村環境室 

農林水産局治山課 

農林水産局漁港課 

関係農林（水産）振興事務所、関係土地改良事務所 
但馬水産事務所 

神戸地方気象台 水 防 本 部 
（ 水 防本 部 長） 

環境創造局森林保全室 

２ 津波注意報・警報の通知 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
但馬水産事務所 
（県北部） 

神戸地方気象台 水 防 本 部 
（水防本部長） 

災害対策課 

県北部関係土木事務所（豊岡、新温泉） 

瀬戸内海沿岸関係土木事務所（神戸、尼崎港、西宮、加古川、           

姫路、光都、龍野、洲本、姫路港） 

淡路島南部関係土木事務所（洲本） 
県土整備部県土企画局総務課 
県土整備部県土企画局技術企画課 
県土整備部県土企画局交通政策課 
県土整備部土木局各課 
農政環境部農政企画局総務課 

農林水産局農村環境室 

農林水産局漁港課 

洲本農林水産振興事務所、洲本土地改良事務所 
（瀬戸内海沿岸、淡路島南部） 

関係農林水産振興事務所（加古川、姫路） 

（瀬戸内海沿岸） 

 

 

第２節   気象状況の通知 

 神戸地方気象台の注意報・警報の通知 

 
通知はフェニックス防災システムにより行う。 

 
 
 
 
       
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

関係農林（水産）振興事務所、関係土地改良事務所 
但馬水産事務所 

県下全土木事務所 
尼崎港管理事務所・姫路港管理事務所 
県土整備部県土企画局総務課 
県土整備部県土企画局技術企画課 
県土整備部県土企画局交通政策課 
県土整備部土木局各課 
県土整備部住宅建築局建築指導課 
農政環境部農政企画局総務課 
農林水産局農村環境室 

農林水産局治山課 

農林水産局漁港課 

神戸地方気象台 
水 防 本 部 
（ 水 防 本 部長 ） 

企画県民部災害対策局災害対策課 
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P18
第４章　第３節
２　洪水予報の対象と
　する基準地点

表記の修正

P19 第４章　第３節　３
発表基準の見直しに
よる

水防団待機
水　　　　 位

（指定水位）

氾濫注意
水　　　位

（警戒水位）

避難判断

水　　　位
氾濫危険水位

計画高

水 　位

水位

３ 洪水予報の種類等と発表基準 

種 類 情報名 発表基準 

「洪水注意報（発

表）」又は「洪水注

意報」 

「氾濫注意情報」 

・氾濫注意水位（警戒水位）に到達し、さらに水位の上

昇が見込まれるとき 

・氾濫注意水位（警戒水位）以上で、かつ避難判断水位

未満の状態が継続しているとき 

・避難判断水位に達したが、水位の上昇が見込まれない

とき 

「洪水警報（発表）」

又は「洪水警報」 

「氾濫警戒情報」 

・氾濫危険水位（特別警戒水位）に達すると見込まれる

とき 

・避難判断水位に到達し、さらに水位の上昇が見込まれ

るとき（一時的な水位の上昇・下降に関わらず、水位

の上昇の可能性があるとき） 

・氾濫危険情報を発表中に、氾濫危険水位（特別警戒水

位）を下回ったとき（避難判断水位を下回った場合を

除く） 

「氾濫危険情報」 

・氾濫危険水位（特別警戒水位）に到達したとき 

・氾濫危険水位（特別警戒水位）以上の状態が継続して

いるとき 

「氾濫発生情報」 
・氾濫が発生したとき 

・氾濫が継続しているとき 

「洪水注意報（警報

解除）」 

「氾濫注意情報（警

戒情報解除）」 

・氾濫危険情報又は氾濫警戒情報を発表中に、避難判断

水位を下回った場合（氾濫注意水位（警戒水位）を下

回った場合を除く） 

・氾濫警戒情報発表中に、水位の上昇が見込まれなくな

ったとき（氾濫危険水位（特別警戒水位）に達した場

合を除く） 

「洪水注意報解除」 
「氾濫注意情報解

除」 

・氾濫危険情報、氾濫警戒情報又は氾濫注意情報を発表

中に、氾濫注意水位（警戒水位）を下回り、氾濫のお

それがなくなったとき 

 

３ 洪水予報の種類等と発表基準 

種 類 情報名 発表基準 

「洪水注意報（発

表）」又は「洪水注意

報」 

「氾濫注意情報」 

・氾濫注意水位に到達し、さらに水位の上昇が見込まれる

とき 

・氾濫注意水位以上で、かつ避難判断水位未満の状態が継

続しているとき 

・避難判断水位に到達したが、水位の上昇が見込まれない

とき 

「洪水警報（発表）」

又は「洪水警報」 

「氾濫警戒情報」 

・氾濫危険水位に到達すると見込まれるとき 

・避難判断水位に到達し、氾濫危険水位に到達すると見込

まれるとき 

・避難判断水位に到達し、さらに水位の上昇が見込まれる

とき 

・氾濫危険情報を発表中に、氾濫危険水位を下回ったとき

（避難判断水位を下回った場合を除く） 

・避難判断水位を超える状態が継続しているとき（水位の

上昇の可能性がなくなった場合を除く） 

「氾濫危険情報」 
・氾濫危険水位に到達したとき 

・氾濫危険水位を超える状態が継続しているとき 

「氾濫発生情報」 
・氾濫が発生したとき 

・氾濫が継続しているとき 

「洪水注意報（警報

解除）」 

「氾濫注意情報（警

戒情報解除）」 

・氾濫危険情報又は氾濫警戒情報を発表中に、避難判断水

位を下回った場合（氾濫注意水位を下回った場合を除く） 

・氾濫警戒情報発表中に、水位の上昇が見込まれなくなっ

たとき（氾濫危険水位に達した場合を除く） 

「洪水注意報解除」 
「氾濫注意情報解

除」 

・氾濫危険情報、氾濫警戒情報又は氾濫注意情報を発表中

に、氾濫注意水位を下回り、氾濫のおそれがなくなった

とき 

 

水防団待機
水　　　　 位
（指定水位）

氾濫注意
水　　　位

（警戒水位）

避難判断
水　　　位

氾濫危険水位
 （特別警戒水位）

 (危険水位)

計画高
水 　位

水位



平成２８年度　兵庫県水防計画　修正箇所

頁 項 新 旧 備考

資料３－２

P20
第４章　第３節
４　洪水予報の通知

警察署の再編を反映

P22
第４章　第３椄

【重要】県における氾濫危険水位は従前の基準に基づき記載し
　　　　ています。
　　　　このため本節で示す避難判断水位は避難勧告発令準備
　　　　情報発表の目安水位です。

【重要】県における氾濫危険水位 、特別警戒水位は従前の基準
　　　　に基づき記載しています。
　　　　このため本節で示す避難判断水位は避難勧告発令準備
　　　　情報発表の目安水位です。

表記の修正

P22
第４章　第４節
２　洪水予報の対象と
　する基準地点

表記の修正

 

国土交通省姫路河川国道事務所 

神 戸 地 方 気 象 台 

 

(１) 加 古 川 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

（共同発表）    

近畿地方整備局水災害予報センター 

水防本部（水防本部長） 

交通機関 

関係機関（通信） 

関係市町 

 

 

県災害対策課 

県警察本部災害対策課 

国交省兵庫国道事務所 

国交省神戸運輸監理部 

報道機関 

関係機関（電力・通信） 

総務省消防庁 

 

 

加古川土木事務所 

加東土木事務所 

県民局関係課 

関係水防管理団体 

関係（加古川・高砂）警察署 

 

 
県民局関係課 

関係水防管理団体 

関係（三木・社）警察署 

 

 

水防団待機
水　　　　 位
（指定水位）

氾濫注意
水　　　位

（警戒水位）
避難判断水位 氾濫危険水位

計画高
水 　位

水位

 

国土交通省姫路河川国道事務所 

神 戸 地 方 気 象 台 

 

(１) 加 古 川 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

（共同発表）    

近畿地方整備局水災害予報センター 

水防本部（水防本部長） 

交通機関 

関係機関（通信） 

関係市町 

 

 

県災害対策課 

県警察本部災害対策課 

国交省兵庫国道事務所 

国交省神戸運輸監理部 

報道機関 

関係機関（電力・通信） 

総務省消防庁 

 

 

加古川土木事務所 

加東土木事務所 

県民局関係課 

関係水防管理団体 

関係（加古川・高砂）警察署 

 

 
県民局関係課 

関係水防管理団体 

関係（三木・加東・小野）

警察署 

 

 

水防団待機
水　　　　 位
（指定水位）

氾濫注意
水　　　位

（警戒水位）

避難判断水位
 （特別警戒水位）

氾濫危険水位
 (危険水位)

計画高
水 　位

水位



平成２８年度　兵庫県水防計画　修正箇所

頁 項 新 旧 備考

資料３－２

P22～
23

第４章　第４節
３　洪水予報の種類と
　発表基準

発表基準の見直しに
よる

が見込まれないとき

「洪水注意報（警報解除）」 「氾濫注意情報（警戒情報解除）」 戒水位）を下回った場合を除く）・氾濫警戒情報発表中に、水位の上昇が見込まれなくなったとき（氾濫危険水位（特別警戒水位）に達した場合を除く）３ 洪水予報の種類と発表基準 

種 類 情報名 発表基準 

「洪水注意報（発

表）」又は「洪水注意

報」 

「氾濫注意情報」 

・氾濫注意水位（警戒水位）に到達し、さらに水位の上昇

が見込まれるとき 

・氾濫注意水位（警戒水位）以上で、かつ避難判断水位（特

別警戒水位）未満の状態が継続しているとき 

・避難判断水位（特別警戒水位）に達したが、水位の上昇

が見込まれないとき 

「洪水警報（発表）」

又は「洪水警報」 

「氾濫警戒情報」 

・氾濫危険水位に達すると見込まれるとき 

・避難判断水位（特別警戒水位）に到達し、さらに水位の

上昇が見込まれるとき（一時的な水位の上昇・下降に関

わらず、水位の上昇の可能性があるとき） 

・氾濫危険情報を発表中に、氾濫危険水位（特別警戒水位）

を下回ったとき（避難判断水位を下回った場合を除く） 

「氾濫危険情報」 

・氾濫危険水位（危険水位）に到達したとき 

・氾濫危険水位（危険水位）以上の状態が継続していると

き 

「氾濫発生情報」 
・氾濫が発生したとき 

・氾濫が継続しているとき 

「洪水注意報（警報

解除）」 

「氾濫注意情報

（警戒情報解除）」 

・氾濫危険情報又は氾濫警戒情報を発表中に、避難判断水

位（特別警戒水位）を下回った場合（氾濫注意水位（警

戒水位）を下回った場合を除く） 

・氾濫警戒情報発表中に、水位の上昇が見込まれなくなっ

たとき（氾濫危険水位（特別警戒水位）に達した場合を

除く） 

「洪水注意報解除」 
「氾濫注意情報 

解除」 

・氾濫危険情報、氾濫警戒情報又は氾濫注意情報を発表中

に、氾濫注意水位（警戒水位）を下回り、氾濫のおそれ

がなくなったとき 

３ 洪水予報の種類と発表基準 

種 類 情報名 発表基準 

「洪水注意報（発

表）」又は「洪水注意

報」 

「氾濫注意情報」 

・氾濫注意水位に到達し、さらに水位の上昇が見込まれると

き 

・氾濫注意水位以上で、かつ避難判断水位未満の状態が継続

しているとき 

・避難判断水位に到達したが、水位の上昇が見込まれないと

き 

「洪水警報（発表）」

又は「洪水警報」 

「氾濫警戒情報」 

・氾濫危険水位に到達すると見込まれるとき 

・避難判断水位に到達し、氾濫危険水位に到達すると見込ま

れるとき 

・避難判断水位に到達し、さらに水位の上昇が見込まれると

き 

・氾濫危険情報を発表中に、氾濫危険水位下回ったとき（避

難判断水位を下回った場合を除く） 

・避難判断水位を超える状態が継続しているとき（水位の上

昇の可能性がなくなった場合を除く） 

「氾濫危険情報」 
・氾濫危険水位に到達したとき 

・氾濫危険水位を超える状態が継続しているとき 

「氾濫発生情報」 
・氾濫が発生したとき 

・氾濫が継続しているとき 

「洪水注意報（警報

解除）」 

「氾濫注意情報

（警戒情報解除）」 

・氾濫危険情報又は氾濫警戒情報を発表中に、避難判断水位

を下回った場合（氾濫注意水位を下回った場合を除く） 

・氾濫警戒情報発表中に、水位の上昇が見込まれなくなった

とき（氾濫危険水位に達した場合を除く） 

「洪水注意報解除」 
「氾濫注意情報 

解除」 

・氾濫危険情報、氾濫警戒情報又は氾濫注意情報を発表中に、

氾濫注意水位を下回り、氾濫のおそれがなくなったとき 

 



平成２８年度　兵庫県水防計画　修正箇所

頁 項 新 旧 備考

資料３－２

Ｐ２３
第４章　第４節
４　洪水予報の通知

組織の再編を反
映

がなくなったとき 

 
４ 洪水予報の通知 

 （１） 市 川  

 

 

 

 

 

      

 

 

 

                

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

兵庫県中播磨県民センター 

（姫路土木事務所） 

神 戸 地 方 気 象 台 

（共同発表） 

水防本部 

中播磨県民センター（企画防災課） 

姫路農林水産振興事務所 

姫路土地改良事務所 

中播磨健康福祉事務所 

姫路港管理事務所 

関係水防管理団体（姫路市） 

関係市町（姫路市） 

国交省姫路河川国道事務所 

関係警察署（姫路・飾磨） 

陸上自衛隊第三特科隊 

県災害対策課 

県警察本部災害対策課 

国交省兵庫国道事務所 

国交省神戸運輸監理部 

国交省姫路河川国道事務所 

報道機関 

関係企業（電力、通信） 

総務省消防庁 

交通機関 

４ 洪水予報の通知 

 （１） 市 川  

 

 

 

 

 

      

 

 

 

                

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

兵庫県中播磨県民センター 

（姫路土木事務所） 

神 戸 地 方 気 象 台 

（共同発表） 

水防本部 

中播磨県民センター（企画防災課） 

姫路農林水産振興事務所 

姫路土地改良センター 

中播磨健康福祉事務所 

姫路港管理事務所 

関係水防管理団体（姫路市） 

関係市町（姫路市） 

国交省姫路河川国道事務所 

関係警察署（姫路・飾磨） 

陸上自衛隊第三特科隊 

県災害対策課 

県警察本部災害対策課 

国交省兵庫国道事務所 

国交省神戸運輸監理部 

国交省姫路河川国道事務所 

報道機関 

関係企業（電力、通信） 

総務省消防庁 

交通機関 



平成２８年度　兵庫県水防計画　修正箇所

頁 項 新 旧 備考

資料３－２

Ｐ２４
第４章　第４節
４　洪水予報の通知

組織の再編を反
映

水防本部 

西播磨県民局（企画防災課） 

光都農林振興事務所 

光都土地改良センター 

龍野健康福祉事務所 

関係水防管理団体（赤穂市・上郡町） 

関係市町（赤穂市・上郡町） 

国交省姫路河川国道事務所 

関係警察署（相生・赤穂） 

陸上自衛隊第三特科隊 

（３） 千種川 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

兵 庫 県 西 播 磨 県 民 局 

（光都土木事務所） 

神 戸 地 方 気 象 台 

（共同発表） 

県災害対策課 

県警察本部災害対策課 

国交省兵庫国道事務所 

国交省神戸運輸監理部 

報道機関 

関係企業（電力、通信） 

総務省消防庁 

交通機関 水防本部 

西播磨県民局（総務防災課） 

光都農林振興事務所 

光都土地改良センター 

龍野健康福祉事務所 

関係水防管理団体（赤穂市・上郡町） 

関係市町（赤穂市・上郡町） 

国交省姫路河川国道事務所 

関係警察署（相生・赤穂） 

陸上自衛隊第三特科隊 

（３） 千種川 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

兵 庫 県 西 播 磨 県 民 局 

（光都土木事務所） 

神 戸 地 方 気 象 台 

（共同発表） 

県災害対策課 

県警察本部災害対策課 

国交省兵庫国道事務所 

国交省神戸運輸監理部 

報道機関 

関係企業（電力、通信） 

総務省消防庁 

交通機関 



平成２８年度　兵庫県水防計画　修正箇所

頁 項 新 旧 備考

資料３－２

P25
第５章　第１節
２　水防指令の通知

現状のフェニックス防
災システムによる通
知方法を反映

P34 第６章　第２節

  水防管理者又は量水標もしくは検潮器の管理者は、量水標の水位
又は検潮器の潮位が水防団待機水位（通報水位）もしくは通報潮位
又は氾濫危険水位（警戒水位）もしくは警戒潮位に達したとき、・・・

  水防管理者又は量水標若しくは検潮器の管理者は、量水標の水位
又は検潮器の潮位が水防団待機水位（通報水位）若しくは通報潮位
又は氾濫危険水位（警戒水位）若しくは警戒潮位に達したとき、・・・ 表記の修正

P35
第６章　第２節
１　(1)

ア　次の場合に報告する。
　・　水防団待機水位（通報水位）もしくは通報潮位に達したとき。
　　　ただし、河川情報システム等により水防本部において水位（潮
　　位）を把握できる場合は省略することができる。

ア　次の場合に報告する。
　・　水防団待機水位（通報水位）若しくは通報潮位に達したとき。

水防待機時の実態を
踏まえ変更

P35
第６章　第２節
１　(1)

イ　水防本部が指示したときは、次の場合に報告する。
　・　氾濫注意水位（警戒水位）もしくは警戒潮位に達したとき。
　・　特別警戒水位に達したとき。
　・　通常の満潮位を越える高潮又は波浪が予想されるとき。

イ　水防本部が指示したときは、次の場合に報告する。
　・　氾濫注意水位（警戒水位）若しくは警戒潮位に達したとき。
　・　特別警戒水位に達したとき。
　・　通常の満潮位を越える高潮又は波浪が予想されるとき。

表記の修正

２ 水防指令の通知 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水 防 本 部 

（水防本部長） 

県土整備部県土企画局総務課 

県土整備部県土企画局技術企画課 

県土整備部県土企画局交通政策課 

県 土 整 備 部 土 木 局 各 課 

県土整備部住宅建築局建築指導課 

関 係 土 木 事 務 所 等 

災 害 対 策 課 

農政環境部農政企画局総務課 

国土交通省河川関係事務所 

県 警 本 部 

報 道 ・ 交 通 機 関 

自 衛 隊 

河 川 情 報 セ ン タ ー 

 

 

県民局・県民センター関係課・関係事務所 

関 係 水 防 管 理 団 体 

農林水産局農村環境室 

農林水産局治山課 

農林水産局漁港課 

環境創造局森林保全室 

関係農林（水産）振興事務所、関係土地改良事務所、 

但馬水産事務所 

２ 水防指令の通知 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水 防 本 部 

（水防本部長） 

県土整備部県土企画局総務課 

県土整備部県土企画局技術企画課 

県土整備部県土企画局交通政策課 

県 土 整 備 部 土 木 局 各 課 

県土整備部住宅建築局建築指導課 

関 係 土 木 事 務 所 等 

災 害 対 策 課 

農政環境部農政企画局総務課 

農林水産局農村環境室 

農林水産局治山課 

農林水産局漁港課 

環境創造局森林保全室 

関係農林（水産）振興事務所 

関係土地改良事務所 

但馬水産事務所 

国土交通省河川関係事務所 

県 警 本 部 

報 道 ・ 交 通 機 関 

自 衛 隊 

河 川 情 報 セ ン タ ー 

 

県民局・県民センター関係課・関係事務所 

関 係 水 防 管 理 団 体 
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P37 第７章　第３節
　・・・水防関係者以外の者に対して、その区域への立ち入りを禁止
し、もしくは制限し、・・・

　・・・水防関係者以外の者に対して、その区域への立ち入りを禁止
し、若しくは制限し、・・・ 表記の修正

１　量水標及び検潮器の監視（テレメータによる監視を含む） １　量水標及び検潮器の監視 水防待機時の実態を
踏まえ変更

(2)　監視員は、降雨又は暴風雨のときは、常に量水標及び検潮器
　の水位（潮位）監視にあたる。

(2)　監視員は、降雨又は暴風雨のときは、常に量水標及び検潮器の
　 監視にあたる。 監視対象の明確化

３　水門もしくは閘門等又はため池の監視 ３　水門若しくは閘門等又はため池の監視 表記の修正

(1)　水門もしくは閘門等又はため池の管理者は、・・・ (1)　水門若しくは閘門等又はため池の管理者は、・・・ 表記の修正

(3)　監視員及び連絡員は、河川又は海岸の量水標又は検潮器が水
　 防団待機水位（通報水位）又は通報潮位に達したという通知及び
   津波注意報・警報の発表によって出動し、水門もしくは閘門等又
　 はため池の警戒・操作にあたり、その状況を水門もしくは閘門等
   又はため池の管理者に報告する。

(3)　監視員及び連絡員は、河川又は海岸の量水標又は検潮器が水
　 防団待機水位（通報水位）又は通報潮位に達したという通知及び
   津波注意報・警報の発表によつて出動し、水門若しくは閘門等又
   はため池の警戒・操作にあたり、その状況を水門若しくは閘門等
   又はため池の管理者に報告する。

表記の修正

(4)　水門もしくは閘門等又はため池の管理者は、水防管理者と協議
　　して必要な措置をとるとともに、その状況を土木事務所等又は農
　　林（水産）振興事務所及び各土地改良事務所（センター）に通知
　　する。

(4)　水門若しくは閘門等又はため池の管理者は、水防管理者と協議
　　して必要な措置をとるとともに、その状況を土木事務所等又は農
　　林（水産）振興事務所及び各土地改良事務所に通知する。 実状に合わせたもの

P47 第１２章　第２節　１

　水防管理者は、次の事項を河川及び海岸に関しては土木事務所
長等を経由し、ため池に関しては各農林（水産）振興事務所又は各
土地改良事務所（センター）長を経由し、知事に対し、１０日以内に報
告するものとする。

　水防管理者は、次の事項を河川及び海岸に関しては土木事務所長
等を経由し、ため池に関しては各農林（水産）振興事務所又は各土地
改良事務所長を経由し、知事に対し、１０日以内に報告するものとす
る。

実状に合わせたもの

P39 第８章　第１節　３

P39 第８章　第１節　１
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付表1　兵庫県雨量観測所一覧表（その1）

番 号 観 測 所 名 住　　　所 番 号 観 測 所 名 住　　　所

0 0 0 1 藤 原 橋 神 戸 市 西 区 押 部 谷 町 和 田 0 0 5 1 東 条 加 東 市 天 神

0 0 0 2 有 野 神 戸 市 北 区 有 野 町 唐 櫃 0 0 5 2 吉 川 三 木 市 吉 川 町 吉 安

0 0 0 3 天 王 ダ ム 神 戸 市 北 区 山 田 町 字 下 谷 上 0 0 5 3 馬 瀬 加 東 市 馬 瀬

0 0 0 4 神 戸 神 戸 市 長 田 区 浪 松 町 0 0 5 4 加 美 多 可 郡 多 可 町 加 美 区 西 山

0 0 0 5 淡 河 神 戸 市 北 区 淡 河 町 淡 河 0 0 5 5 下 野 間 多可郡多可町八千代区下野間

0 0 0 6 住 吉 神 戸 市 東 灘 区 住 吉 東 町 0 0 5 6 中 畑 西 脇 市 中 畑 町

0 0 0 7 若 草 東 神 戸 市 須 磨 区 若 草 町 0 0 5 7 桃 津 三 木 市 細 川 町 桃 津

0 0 0 8 植 物 園 神 戸 市 北 区 山 田 町 上 谷 上 0 0 5 8 中 野 加 西 市 中 野 町

0 0 0 9 木 見 神 戸 市 西 区 見 津 が 丘 0 0 5 9 菅 生 ダ ム 姫 路 市 夢 前 町 莇 野

0 0 1 0 石 井 ダ ム 神 戸 市 北 区 山 田 町 下 谷 上 0 0 6 0 夢 前 姫 路 市 夢 前 町 前 之 庄

0 0 1 1 北 区 役 所 神 戸 市 北 区 鈴 蘭 台 西 町 0 0 6 1 生 野 ダ ム 朝 来 市 生 野 町 竹 原 野

0 0 1 2 中 山 手 神 戸 市 中 央 区 中 山 手 通 0 0 6 2 黒 川 朝 来 市 生 野 町 黒 川

0 0 1 3 平 野 神 戸 市 西 区 平 野 町 宮 前 0 0 6 3 越 知 神 崎 郡 神 河 町 越 知

0 0 1 4 伊 川 谷 神 戸 市 西 区 前 開 南 町 0 0 6 4 神 崎 神 崎 郡 神 河 町 東 柏 尾

0 0 1 5 道 場 神 戸 市 北 区 道 場 町 生 野 0 0 6 5 福 崎 神 崎 郡 福 崎 町 西 田 原

0 0 1 6 大 沢 神 戸 市 北 区 大 沢 町 中 大 沢 0 0 6 6 姫 路 姫 路 市 北 条

0 0 1 7 箕 谷 神 戸 市 北 区 山 田 町 原 野 0 0 6 7 大 河 内 神 崎 郡 神 河 町 上 小 田

0 0 1 8 六 甲 山 神 戸 市 東 灘 区 六 甲 山 町 0 0 6 8 下 牛 尾 神 崎 郡 市 川 町 下 牛 尾

0 0 1 9 名 塩 西 宮 市 塩 瀬 町 名 塩 0 0 6 9 伊 勢 姫 路 市 林 田 町 下 伊 勢

0 0 2 0 奥 池 芦 屋 市 奥 池 南 町 0 0 7 0 砥 堀 姫 路 市 砥 堀

0 0 2 1 尼 崎 港 尼 崎 市 道 意 町 0 0 7 1 下 手 野 姫 路 市 広 畑 区 東 夢 前 台

0 0 2 2 西 宮 西 宮 市 櫨 塚 町 0 0 7 2 勝 原 姫 路 市 勝 原 区 下 太 田

0 0 2 3 清 水 川 辺 郡 猪 名 川 町 清 水 0 0 7 3 足 尾 神 崎 郡 神 河 町 長 谷

0 0 2 4 楊 津 川 辺 郡 猪 名 川 町 木 津 0 0 7 4 上 越 知 神 崎 郡 神 河 町 越 知

0 0 2 5 大 原 野 宝 塚 市 大 原 野 0 0 7 5 菅 生 澗 姫 路 市 夢 前 町 菅 生 澗

0 0 2 6 伏 見 台 川 辺 郡 猪 名 川 町 伏 見 台 0 0 7 6 坂 根 姫 路 市 夢 前 町 山 之 内

0 0 2 7 武 田 尾 宝 塚 市 玉 瀬 0 0 7 7 莇 野 姫 路 市 夢 前 町 莇 野

0 0 2 8 宝 塚 宝 塚 市 旭 町 0 0 7 8 小 室 神 崎 郡 市 川 町 小 室

0 0 2 9 伊 丹 伊 丹 市 千 僧 0 0 7 9 家 島 姫 路 市 家 島 町 真 浦

0 0 3 0 多 田 院 川 西 市 多 田 院 0 0 8 0 坊 勢 姫 路 市 家 島 町 坊 勢

0 0 3 1 青 野 ダ ム 三 田 市 加 茂 町 上 平 山 0 0 8 1 安 富 ダ ム 姫 路 市 安 富 町 皆 河

0 0 3 2 母 子 三 田 市 母 子 0 0 8 2 引 原 ダ ム 宍 粟 市 波 賀 町 日 の 原

0 0 3 3 三 田 三 田 市 天 神 0 0 8 3 戸 倉 宍 粟 市 波 賀 町 戸 倉

0 0 3 4 三 田 小 野 三 田 市 小 野 0 0 8 4 三 軒 家 宍 粟 市 一 宮 町 東 市 場

0 0 3 5 藍 本 三 田 市 藍 本 0 0 8 5 龍 野 た つ の 市 龍 野 町 富 永

0 0 3 6 西 野 上 三 田 市 西 野 上 0 0 8 6 福 栖 た つ の 市 新 宮 町 福 栖

0 0 3 7 高 平 三 田 市 上 槻 瀬 0 0 8 7 千 種 宍 粟 市 千 種 町 千 草

0 0 3 8 志 方 加 古 川 市 志 方 町 山 中 0 0 8 8 上 石 井 佐 用 郡 佐 用 町 上 石 井

0 0 3 9 稲 美 加 古 郡 稲 美 町 国 岡 0 0 8 9 三 河 佐 用 郡 佐 用 町 上 三 河

0 0 4 0 加 古 川 加 古 川 市 加 古 川 町 寺 家 町 0 0 9 0 三 日 月 佐 用 郡 佐 用 町 乃 井 野

0 0 4 1 明 石 明 石 市 中 崎 0 0 9 1 円 光 寺 佐 用 郡 佐 用 町 久 崎

0 0 4 2 権 現 加 古 川 市 平 荘 町 西 山 0 0 9 2 矢 野 相 生 市 矢 野 町 真 広

0 0 4 3 魚 住 明 石 市 二 見 町 東 二 見 0 0 9 3 木 津 赤 穂 市 木 津 字

0 0 4 4 天 川 水 門 高 砂 市 春 日 野 町 0 0 9 4 安 室 ダ ム 赤 穂 郡 上 郡 町 行 頭

0 0 4 5 中 町 多 可 郡 多 可 町 中 区 中 村 町 0 0 9 5 長 谷 ダ ム た つ の 市 新 宮 町 上 莇 原

0 0 4 6 社 加 東 市 社 0 0 9 6 上 郡 赤 穂 郡 上 郡 町 上 郡

0 0 4 7 加 西 加 西 市 北 条 町 横 尾 0 0 9 7 佐 用 佐 用 郡 佐 用 町 佐 用

0 0 4 8 小 野 小 野 市 王 子 町 宮 山 0 0 9 8 相 生 相 生 市 旭

0 0 4 9 三 木 三 木 市 宿 原 0 0 9 9 山 崎 宍 粟 市 山 崎 町 庄 能

0 0 5 0 西 脇 西 脇 市 野 村 町 0 1 0 0 有 年 赤 穂 市 有 年 原

付表1　兵庫県雨量観測所一覧表（その1）

番 号 観 測 所 名 住　　　所 番 号 観 測 所 名 住　　　所

0 0 0 1 藤 原 橋 神 戸 市 西 区 押 部 谷 町 和 田

0 0 0 2 有 野 神 戸 市 北 区 有 野 町 唐 櫃 0 0 5 2 吉 川 三 木 市 吉 川 町 吉 安

0 0 0 3 天 王 ダ ム 神 戸 市 北 区 山 田 町 字 下 谷 上 0 0 5 3 馬 瀬 加 東 市 馬 瀬

0 0 0 4 神 戸 神 戸 市 長 田 区 浪 松 町 0 0 5 4 加 美 多 可 郡 多 可 町 加 美 区 西 山

0 0 0 5 淡 河 神 戸 市 北 区 淡 河 町 淡 河 0 0 5 5 下 野 間 多可郡多可町八千代区下野間

0 0 0 6 住 吉 神 戸 市 東 灘 区 住 吉 東 町 0 0 5 6 中 畑 西 脇 市 中 畑 町

0 0 0 7 若 草 東 神 戸 市 須 磨 区 若 草 町 0 0 5 7 桃 津 三 木 市 細 川 町 桃 津

0 0 0 8 植 物 園 神 戸 市 北 区 山 田 町 上 谷 上 0 0 5 8 中 野 加 西 市 中 野 町

0 0 0 9 木 見 神 戸 市 西 区 見 津 が 丘 0 0 5 9 菅 生 ダ ム 姫 路 市 夢 前 町 莇 野

0 0 1 0 石 井 ダ ム 神 戸 市 北 区 山 田 町 下 谷 上 0 0 6 0 夢 前 姫 路 市 夢 前 町 前 之 庄

0 0 1 1 北 区 役 所 神 戸 市 北 区 鈴 蘭 台 西 町 0 0 6 1 生 野 ダ ム 朝 来 市 生 野 町 竹 原 野

0 0 1 2 中 山 手 神 戸 市 中 央 区 中 山 手 通 0 0 6 2 黒 川 朝 来 市 生 野 町 黒 川

0 0 1 3 平 野 神 戸 市 西 区 平 野 町 宮 前 0 0 6 3 越 知 神 崎 郡 神 河 町 越 知

0 0 1 4 伊 川 谷 神 戸 市 西 区 前 開 南 町 0 0 6 4 神 崎 神 崎 郡 神 河 町 東 柏 尾

0 0 1 5 道 場 神 戸 市 北 区 道 場 町 生 野 0 0 6 5 福 崎 神 崎 郡 福 崎 町 西 田 原

0 0 1 6 大 沢 神 戸 市 北 区 大 沢 町 中 大 沢 0 0 6 6 姫 路 姫 路 市 北 条

0 0 1 7 箕 谷 神 戸 市 北 区 山 田 町 原 野 0 0 6 7 大 河 内 神 崎 郡 神 河 町 上 小 田

0 0 1 8 六 甲 山 神 戸 市 東 灘 区 六 甲 山 町 0 0 6 8 下 牛 尾 神 崎 郡 市 川 町 下 牛 尾

0 0 1 9 名 塩 西 宮 市 塩 瀬 町 名 塩 0 0 6 9 伊 勢 姫 路 市 林 田 町 下 伊 勢

0 0 2 0 奥 池 芦 屋 市 奥 池 南 町 0 0 7 0 砥 堀 姫 路 市 砥 堀

0 0 2 1 尼 崎 港 尼 崎 市 道 意 町 0 0 7 1 下 手 野 姫 路 市 広 畑 区 東 夢 前 台

0 0 2 2 西 宮 西 宮 市 櫨 塚 町 0 0 7 2 勝 原 姫 路 市 勝 原 区 下 太 田

0 0 2 3 清 水 川 辺 郡 猪 名 川 町 清 水 0 0 7 3 足 尾 神 崎 郡 神 河 町 長 谷

0 0 2 4 楊 津 川 辺 郡 猪 名 川 町 木 津 0 0 7 4 上 越 知 神 崎 郡 神 河 町 越 知

0 0 2 5 大 原 野 宝 塚 市 大 原 野 0 0 7 5 菅 生 澗 姫 路 市 夢 前 町 菅 生 澗

0 0 2 6 伏 見 台 川 辺 郡 猪 名 川 町 伏 見 台 0 0 7 6 坂 根 姫 路 市 夢 前 町 山 之 内

0 0 2 7 武 田 尾 宝 塚 市 玉 瀬 0 0 7 7 莇 野 姫 路 市 夢 前 町 莇 野

0 0 2 8 宝 塚 宝 塚 市 旭 町 0 0 7 8 小 室 神 崎 郡 市 川 町 小 室

0 0 2 9 伊 丹 伊 丹 市 千 僧

0 0 3 0 多 田 院 川 西 市 多 田 院 0 0 8 0 坊 勢 姫 路 市 家 島 町 坊 勢

0 0 3 1 青 野 ダ ム 三 田 市 加 茂 上 平 山 0 0 8 1 安 富 ダ ム 姫 路 市 安 富 町 皆 河

0 0 3 2 母 子 三 田 市 母 子 0 0 8 2 引 原 ダ ム 宍 粟 市 波 賀 町 日 の 原

0 0 3 3 三 田 三 田 市 天 神 0 0 8 3 戸 倉 宍 粟 市 波 賀 町 戸 倉

0 0 3 4 三 田 小 野 三 田 市 小 野 0 0 8 4 三 軒 家 宍 粟 市 一 宮 町 東 市 場

0 0 3 5 藍 本 三 田 市 藍 本 0 0 8 5 龍 野 た つ の 市 龍 野 町 富 永

0 0 3 6 西 野 上 三 田 市 西 野 上 0 0 8 6 福 栖 た つ の 市 新 宮 町 福 栖

0 0 3 7 高 平 三 田 市 上 槻 瀬 0 0 8 7 千 種 宍 粟 市 千 種 町 千 草

0 0 3 8 志 方 加 古 川 市 志 方 町 山 中 0 0 8 8 上 石 井 佐 用 郡 佐 用 町 上 石 井

0 0 3 9 稲 美 加 古 郡 稲 美 町 国 岡 0 0 8 9 三 河 佐 用 郡 佐 用 町 上 三 河

0 0 4 0 加 古 川 加 古 川 市 加 古 川 町 寺 家 町 0 0 9 0 三 日 月 佐 用 郡 佐 用 町 乃 井 野

0 0 4 1 明 石 明 石 市 中 崎 0 0 9 1 円 光 寺 佐 用 郡 佐 用 町 久 崎

0 0 4 2 権 現 加 古 川 市 平 荘 町 西 山 0 0 9 2 矢 野 相 生 市 矢 野 町 真 広

0 0 4 3 魚 住 明 石 市 二 見 町 東 二 見 0 0 9 3 木 津 赤 穂 市 木 津 字

0 0 4 4 天 川 水 門 高 砂 市 春 日 野 町 0 0 9 4 安 室 ダ ム 赤 穂 郡 上 郡 町 行 頭

0 0 4 5 中 町 多 可 郡 多 可 町 中 区 中 村 町 0 0 9 5 長 谷 ダ ム た つ の 市 新 宮 町 上 莇 原

0 0 4 6 社 加 東 市 社 0 0 9 6 金 出 地 ダ ム 赤 穂 郡 上 郡 町 金 出 地

0 0 4 7 加 西 加 西 市 北 条 町 横 尾 0 0 9 7 上 郡 赤 穂 郡 上 郡 町 上 郡

0 0 4 8 小 野 小 野 市 王 子 町 宮 山 0 0 9 8 佐 用 佐 用 郡 佐 用 町 佐 用

0 0 4 9 三 木 三 木 市 宿 原 0 0 9 9 相 生 相 生 市 旭

0 0 5 0 西 脇 西 脇 市 野 村 町 0 1 0 0 山 崎 宍 粟 市 山 崎 町 庄 能
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付表1　兵庫県雨量観測所一覧表（その2）

番 号 観 測 所 名 住　　　所 番 号 観 測 所 名 住　　　所

0 1 0 1 折 方 赤 穂 市 折 方 0 1 5 1 諸 寄 美 方 郡 新 温 泉 町 諸 寄

0 1 0 2 上 郡 土 木 赤 穂 郡 上 郡 町 光 都 0 1 5 2 久 斗 山 美 方 郡 新 温 泉 町 久 斗 山

0 1 0 3 倉 床 宍 粟 市 一 宮 町 倉 床 0 1 5 3 鎧 美 方 郡 香 美 町 香 住 区 鎧

0 1 0 4 西 深 宍 粟 市 一 宮 町 福 知 0 1 5 4 畑 美 方 郡 香 美 町 香 住 区 畑

0 1 0 5 安 積 宍 粟 市 一 宮 町 西 安 積 0 1 5 5 多 子 美 方 郡 新 温 泉 町 多 子

0 1 0 6 上 野 宍 粟 市 波 賀 町 上 野 0 1 5 6 佐 坊 美 方 郡 香 美 町 小 代 区 佐 坊

0 1 0 7 宍 粟 中 野 宍 粟 市 山 崎 町 中 野 0 1 5 7 森 脇 美 方 郡 香 美 町 村 岡 区 森 脇

0 1 0 8 河 内 宍 粟 市 千 種 町 河 内 0 1 5 8 長 瀬 美 方 郡 香 美 町 村 岡 区 長 瀬

0 1 0 9 八 鹿 養 父 市 八 鹿 町 下 網 場 0 1 5 9 古 市 篠 山 市 油 井

0 1 1 0 朝 来 朝 来 市 新 井 0 1 6 0 青 垣 丹 波 市 青 垣 町 佐 治

0 1 1 1 和 田 山 朝 来 市 和 田 山 町 玉 置 0 1 6 1 国 領 丹 波 市 春 日 町 棚 原

0 1 1 2 関 宮 養 父 市 関 宮 0 1 6 2 柏 原 丹 波 市 柏 原 町 柏 原

0 1 1 3 大 屋 養 父 市 大 屋 町 夏 梅 0 1 6 3 篠 山 篠 山 市 郡 家

0 1 1 4 大 路 ダ ム 朝 来 市 和 田 山 町 久 世 田 0 1 6 4 今 田 篠 山 市 今 田 町 市 原

0 1 1 5 藪 崎 養 父 市 藪 崎 0 1 6 5 東 本 荘 篠 山 市 東 本 荘

0 1 1 6 大 坪 養 父 市 大 坪 0 1 6 6 市 島 丹 波 市 市 島 町 市 島

0 1 1 7 大 月 朝 来 市 山 東 町 大 月 0 1 6 7 山 南 丹 波 市 山 南 町 谷 川

0 1 1 8 長 野 養 父 市 長 野 0 1 6 8 青 田 丹 波 市 山 南 町 青 田

0 1 1 9 奥 田 路 朝 来 市 田 路 0 1 6 9 桑 原 篠 山 市 桑 原

0 1 2 0 栃 原 朝 来 市 生 野 町 栃 原 0 1 7 0 稲 継 丹 波 市 氷 上 町 稲 継

0 1 2 1 奈 良 尾 養 父 市 関 宮 0 1 7 1 北 和 田 丹 波 市 山 南 町 北 和 田

0 1 2 2 中 間 養 父 市 大 屋 町 中 間 0 1 7 2 森 丹 波 市 市 島 町 下 竹 田

0 1 2 3 明 延 養 父 市 大 屋 町 和 田 0 1 7 3 三 宝 ダ ム 丹 波 市 春 日 町 上 三 井 庄

0 1 2 4 糸 井 朝 来 市 和 田 山 町 内 海 0 1 7 4 みくまりダム 篠 山 市 三 熊

0 1 2 5 与布土ダム 朝 来 市 山 東 町 与 布 土 0 1 7 5 西 紀 ダ ム 篠 山 市 栗 柄

0 1 2 6 森 本 豊 岡 市 竹 野 町 森 本 0 1 7 6 仁 井 淡 路 市 仁 井

0 1 2 7 伊 府 豊 岡 市 日 高 町 伊 府 0 1 7 7 諭鶴羽ダム 南あ わ じ市神代浦壁与口野原

0 1 2 8 出 石 豊 岡 市 出 石 町 川 原 0 1 7 8 諭 鶴 羽 南 あ わ じ 市 神 代 浦 壁

0 1 2 9 城 崎 豊 岡 市 城 崎 町 湯 島 0 1 7 9 掃 守 南 あ わ じ 市 榎 列 掃 守

0 1 3 0 豊 岡 豊 岡 市 幸 町 0 1 8 0 洲 本 洲 本 市 塩 屋

0 1 3 1 但 東 豊 岡 市 但 東 矢 根 0 1 8 1 牛 内 ダ ム 南 あ わ じ 市 賀 集 牛 内

0 1 3 2 竹 野 豊 岡 市 竹 野 町 竹 野 0 1 8 2 大 日 ダ ム 南 あ わ じ 市 賀 集 生 子

0 1 3 3 野 垣 豊 岡 市 吉 井 0 1 8 3 分 水 堰 南 あ わ じ 市 北 阿 万

0 1 3 4 大 岡 山 豊 岡 市 目 坂 0 1 8 4 郡 家 淡 路 市 北 山

0 1 3 5 山 田 豊 岡 市 日 高 町 山 田 0 1 8 5 志 筑 淡 路 市 志 筑

0 1 3 6 森 尾 豊 岡 市 森 尾 0 1 8 6 成 相 ダ ム 南 あ わ じ 市 八 木 馬 回

0 1 3 7 藤 井 豊 岡 市 日 高 町 竹 貫 0 1 8 7 北富士ダム 南 あ わ じ 市 八 木 馬 回

0 1 3 8 畑 山 豊 岡 市 但 東 町 畑 山 0 1 8 8 相 川 洲 本 市 相 川 組

0 1 3 9 久 畑 豊 岡 市 但 東 町 久 畑 0 1 8 9 灘 土 生 南 あ わ じ 市 灘 土 生

0 1 4 0 但 東 ダ ム 豊 岡 市 但 東 町 畑 山 0 1 9 0 由 良 町 洲 本 市 由 良

0 1 4 1 美 方 美 方 郡 香 美 町 小 代 区 神 水 0 1 9 1 沼 島 南 あ わ じ 市 沼 島

0 1 4 2 石 橋 美 方 郡 新 温 泉 町 前 0 1 9 2 都 志 洲 本 市 五 色 町 都 志

0 1 4 3 浜 坂 美 方 郡 新 温 泉 町 芦 屋 0 1 9 3 榎 列 南 あ わ じ 市 榎 列 大 榎 列

0 1 4 4 湯 舟 美 方 郡 香 美 町 村 岡 区 村 岡 0 1 9 4 福 良 南 あ わ じ 市 福 良 乙

0 1 4 5 香 住 美 方 郡 香 美 町 香 住 区 油 良 0 1 9 5 楠 本 淡 路 市 楠 本

0 1 4 6 温 泉 美 方 郡 新 温 泉 町 竹 田

0 1 4 7 八 原 美 方 郡 香 美 町 香 住 区 八 原

0 1 4 8 対 田 美 方 郡 新 温 泉 町 対 田

0 1 4 9 佐 津 美 方 郡 香 美 町 香 住 区 無 南 垣

0 1 5 0 村岡事務所 美 方 郡 香 美 町 村 岡 区 川 会

付表1　兵庫県雨量観測所一覧表（その2）

番 号 観 測 所 名 住　　　所 番 号 観 測 所 名 住　　　所

0 1 0 1 有 年 赤 穂 市 有 年 原 0 1 5 1 村岡事務所 美 方 郡 香 美 町 村 岡 区 川 会

0 1 0 2 折 方 赤 穂 市 折 方 0 1 5 2 諸 寄 美 方 郡 新 温 泉 町 諸 寄

0 1 0 3 上 郡 土 木 赤 穂 郡 上 郡 町 光 都 0 1 5 3 久 斗 山 美 方 郡 新 温 泉 町 久 斗 山

0 1 0 4 倉 床 宍 粟 市 一 宮 町 倉 床 0 1 5 4 鎧 美 方 郡 香 美 町 香 住 区 鎧

0 1 0 5 西 深 宍 粟 市 一 宮 町 福 知 0 1 5 5 畑 美 方 郡 香 美 町 香 住 区 畑

0 1 0 6 安 積 宍 粟 市 一 宮 町 西 安 積 0 1 5 6 多 子 美 方 郡 新 温 泉 町 多 子

0 1 0 7 上 野 宍 粟 市 波 賀 町 上 野 0 1 5 7 佐 坊 美 方 郡 香 美 町 小 代 区 佐 坊

0 1 0 8 宍 粟 中 野 宍 粟 市 山 崎 町 中 野 0 1 5 8 森 脇 美 方 郡 香 美 町 村 岡 区 森 脇

0 1 0 9 河 内 宍 粟 市 千 種 町 河 内 0 1 5 9 長 瀬 美 方 郡 香 美 町 村 岡 区 長 瀬

0 1 1 0 八 鹿 養 父 市 八 鹿 町 下 網 場 0 1 6 0 古 市 篠 山 市 油 井

0 1 1 1 朝 来 朝 来 市 新 井 0 1 6 1 青 垣 丹 波 市 青 垣 町 佐 治

0 1 1 2 和 田 山 朝 来 市 和 田 山 町 玉 置 0 1 6 2 国 領 丹 波 市 春 日 町 棚 原

0 1 1 3 関 宮 養 父 市 関 宮 0 1 6 3 柏 原 丹 波 市 柏 原 町 柏 原

0 1 1 4 大 屋 養 父 市 大 屋 町 夏 梅 0 1 6 4 篠 山 篠 山 市 郡 家

0 1 1 5 大 路 ダ ム 朝 来 市 和 田 山 町 久 世 田 0 1 6 5 今 田 篠 山 市 今 田 町 市 原

0 1 1 6 藪 崎 養 父 市 藪 崎 0 1 6 6 東 本 荘 篠 山 市 東 本 荘

0 1 1 7 大 坪 養 父 市 大 坪 0 1 6 7 市 島 丹 波 市 市 島 町 市 島

0 1 1 8 大 月 朝 来 市 山 東 町 大 月 0 1 6 8 山 南 丹 波 市 山 南 町 谷 川

0 1 1 9 長 野 養 父 市 長 野 0 1 6 9 青 田 丹 波 市 山 南 町 青 田

0 1 2 0 奥 田 路 朝 来 市 田 路 0 1 7 0 桑 原 篠 山 市 桑 原

0 1 2 1 栃 原 朝 来 市 生 野 町 栃 原 0 1 7 1 稲 継 丹 波 市 氷 上 町 稲 継

0 1 2 2 奈 良 尾 養 父 市 関 宮 0 1 7 2 北 和 田 丹 波 市 山 南 町 北 和 田

0 1 2 3 中 間 養 父 市 大 屋 町 中 間 0 1 7 3 森 丹 波 市 市 島 町 下 竹 田

0 1 2 4 明 延 養 父 市 大 屋 町 和 田 0 1 7 4 三 宝 ダ ム 丹 波 市 春 日 町 上 三 井 庄

0 1 2 5 糸 井 朝 来 市 和 田 山 町 内 海 0 1 7 5 みくまりダム 篠 山 市 三 熊

0 1 2 6 与 布 土 ダ ム 朝 来 市 山 東 町 与 布 土 0 1 7 6 西 紀 ダ ム 篠 山 市 栗 柄

0 1 2 7 森 本 豊 岡 市 竹 野 町 森 本 0 1 7 7 仁 井 淡 路 市 仁 井

0 1 2 8 伊 府 豊 岡 市 日 高 町 伊 府 0 1 7 8 諭鶴羽ダム 南あわ じ 市神代浦壁 与口 野原

0 1 2 9 出 石 豊 岡 市 出 石 町 川 原 0 1 7 9 諭 鶴 羽 南 あ わ じ 市 神 代 浦 壁

0 1 3 0 城 崎 豊 岡 市 城 崎 町 湯 島 0 1 8 0 掃 守 南 あ わ じ 市 榎 列 掃 守

0 1 3 1 豊 岡 豊 岡 市 幸 町 0 1 8 1 洲 本 洲 本 市 塩 屋

0 1 3 2 但 東 豊 岡 市 但 東 矢 根 0 1 8 2 牛 内 ダ ム 南 あ わ じ 市 賀 集 牛 内

0 1 3 3 竹 野 豊 岡 市 竹 野 町 竹 野 0 1 8 3 大 日 ダ ム 南 あ わ じ 市 賀 集 生 子

0 1 3 4 野 垣 豊 岡 市 吉 井 0 1 8 4 分 水 堰 南 あ わ じ 市 北 阿 万

0 1 3 5 大 岡 山 豊 岡 市 目 坂 0 1 8 5 郡 家 淡 路 市 北 山

0 1 3 6 山 田 豊 岡 市 日 高 町 山 田 0 1 8 6 志 筑 淡 路 市 志 筑

0 1 3 7 森 尾 豊 岡 市 森 尾 0 1 8 7 成 相 ダ ム 南 あ わ じ 市 八 木 馬 回

0 1 3 8 藤 井 豊 岡 市 日 高 町 竹 貫 0 1 8 8 北富士ダム 南 あ わ じ 市 八 木 馬 回

0 1 3 9 畑 山 豊 岡 市 但 東 町 畑 山 0 1 8 9 相 川 洲 本 市 相 川 組

0 1 4 0 久 畑 豊 岡 市 但 東 町 久 畑 0 1 9 0 灘 土 生 南 あ わ じ 市 灘 土 生

0 1 4 1 但 東 ダ ム 豊 岡 市 但 東 町 畑 山 0 1 9 1 由 良 町 洲 本 市 由 良

0 1 4 2 美 方 美 方 郡 香 美 町 小 代 区 神 水 0 1 9 2 沼 島 南 あ わ じ 市 沼 島

0 1 4 3 石 橋 美 方 郡 新 温 泉 町 前 0 1 9 3 都 志 洲 本 市 五 色 町 都 志

0 1 4 4 浜 坂 美 方 郡 新 温 泉 町 芦 屋 0 1 9 4 榎 列 南 あ わ じ 市 榎 列 大 榎 列

0 1 4 5 湯 舟 美 方 郡 香 美 町 村 岡 区 村 岡 0 1 9 5 福 良 南 あ わ じ 市 福 良 乙

0 1 4 6 香 住 美 方 郡 香 美 町 香 住 区 油 良 0 1 9 ６ 楠 本 淡 路 市 楠 本

0 1 4 7 温 泉 美 方 郡 新 温 泉 町 竹 田

0 1 4 8 八 原 美 方 郡 香 美 町 香 住 区 八 原

0 1 4 9 対 田 美 方 郡 新 温 泉 町 対 田

0 1 5 0 佐 津 美 方 郡 香 美 町 香 住 区 無 南 垣
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コ ー ド 番 号 観 測 所 名 河 川 名 コ ー ド 番 号 観 測 所 名 河 川 名

1 0 0 1 今 津 明 石 川 1 0 5 7 下 手 野 夢 前 川

1 0 0 2 藤 原 橋 明 石 川 1 0 5 8 勝 原 大 津 茂 川

1 0 0 3 上 池 伊 川 1 0 5 9 上 野 引 原 川

1 0 0 7 塩 田 有 馬 川 1 0 6 0 三 軒 家 揖 保 川

1 0 0 8 道 場 武 庫 川 1 0 6 1 穴 部 林 田 川

1 0 0 9 名 谷 福 田 川 1 0 6 3 中 井 林 田 川

1 0 1 0 菊 水 橋 新 湊 川 1 0 6 4 福 栖 栗 栖 川

1 0 1 1 住 吉 住 吉 川 1 0 6 5 千 種 千 種 川

1 0 1 2 淡 河 淡 河 川 1 0 6 6 上 三 河 千 種 川

1 0 1 3 生 瀬 武 庫 川 1 0 6 7 米 田 志 文 川

1 0 1 4 甲 武 橋 武 庫 川 1 0 6 8 久 崎 千 種 川

1 0 1 5 上 山 口 有 馬 川 1 0 6 9 佐 用 水 位 佐 用 川

1 0 1 6 小 曽 根 武 庫 川 1 0 7 0 円 光 寺 佐 用 川

1 0 2 0 多 田 院 猪 名 川 1 0 7 1 上 郡 千 種 川

1 0 2 1 西 野 天 王 寺 川 1 0 7 2 竹 万 安 室 川

1 0 2 2 中 町 杉 原 川 1 0 7 3 木 津 千 種 川

1 0 2 3 西 脇 杉 原 川 1 0 7 4 有 年 矢 野 川

1 0 2 4 下 野 間 野 間 川 1 0 7 5 三 日 月 志 文 川

1 0 2 8 山 枝 万 願 寺 川 1 0 7 6 円 山 川 藪 崎 円 山 川

1 0 2 9 下 里 下 里 川 1 0 7 7 多 々 良 木 円 山 川

1 0 3 0 中 野 万 願 寺 川 1 0 7 8 玉 置 円 山 川

1 0 3 2 吉 井 東 条 川 1 0 7 9 上 小 田 円 山 川

1 0 3 3 桃 津 美 嚢 川 1 0 8 0 大 屋 大 屋 川

1 0 3 5 山 の 上 美 嚢 川 1 0 8 1 八 鹿 八 木 川

1 0 3 6 御 坂 志 染 川 1 0 8 4 関 宮 八 木 川

1 0 3 7 三 木 本 町 美 嚢 川 1 0 8 5 矢 根 出 石 川

1 0 3 8 魚 橋 法 華 山 谷 川 1 0 8 6 伊 府 稲 葉 川

1 0 3 9 魚 住 瀬 戸 川 1 0 8 7 森 本 竹 野 川

1 0 4 3 牛 谷 天 川 1 0 8 8 竹 野 竹 野 川

1 0 4 4 神 崎 越 知 川 1 0 9 1 香 住 矢 田 川

1 0 4 5 寺 前 市 川 1 0 9 2 村 岡 矢 田 川

1 0 4 6 福 崎 市 川 1 0 9 3 湯 舟 湯 舟 川

1 0 4 7 砥 堀 市 川 1 0 9 4 佐 津 佐 津 川

1 0 4 8 長 谷 市 川 1 0 9 5 温 泉 岸 田 川

1 0 4 9 植 木 市 川 1 0 9 6 浜 坂 岸 田 川

1 0 5 1 天 川 天 川 1 0 9 8 対 田 久 斗 川

1 0 5 3 古 知 之 庄 夢 前 川 1 0 9 9 諸 寄 大 栃 川

1 0 5 4 書 写 夢 前 川 1 1 0 0 青 垣 加 古 川

1 0 5 5 護 持 菅 生 川 1 1 0 1 本 郷 加 古 川

1 0 5 6 実 法 寺 菅 生 川 1 1 0 2 西 中 加 古 川

付表2　兵庫県水位観測所一覧表（その1）

コ ー ド 番 号 観 測 所 名 河 川 名 コ ー ド 番 号 観 測 所 名 河 川 名

1 0 0 1 今 津 明 石 川 1 0 5 7 下 手 野 夢 前 川

1 0 0 2 藤 原 橋 明 石 川 1 0 5 8 勝 原 大 津 茂 川

1 0 0 3 上 池 伊 川 1 0 5 9 上 野 引 原 川

1 0 0 7 塩 田 有 馬 川 1 0 6 0 三 軒 家 揖 保 川

1 0 0 8 道 場 武 庫 川 1 0 6 1 穴 部 林 田 川

1 0 0 9 名 谷 福 田 川 1 0 6 3 中 井 林 田 川

1 0 1 0 菊 水 橋 新 湊 川 1 0 6 4 福 栖 栗 栖 川

1 0 1 1 住 吉 住 吉 川 1 0 6 5 千 種 千 種 川

1 0 1 2 淡 河 淡 河 川 1 0 6 6 上 三 河 千 種 川

1 0 1 3 生 瀬 武 庫 川 1 0 6 7 米 田 志 文 川

1 0 1 4 甲 武 橋 武 庫 川 1 0 6 8 久 崎 千 種 川

1 0 1 5 上 山 口 有 馬 川 1 0 6 9 佐 用 水 位 佐 用 川

1 0 1 6 小 曽 根 武 庫 川 1 0 7 0 円 光 寺 佐 用 川

1 0 2 0 多 田 院 猪 名 川 1 0 7 1 上 郡 千 種 川

1 0 2 1 西 野 天 王 寺 川 1 0 7 2 竹 万 安 室 川

1 0 2 2 中 町 杉 原 川 1 0 7 3 木 津 千 種 川

1 0 2 3 西 脇 杉 原 川 1 0 7 4 有 年 矢 野 川

1 0 2 4 下 野 間 野 間 川 1 0 7 5 三 日 月 志 文 川

1 0 2 8 山 枝 万 願 寺 川 1 0 7 6 祇 園 橋 鞍 居 川

1 0 2 9 下 里 下 里 川 1 0 7 7 円 山 川 藪 崎 円 山 川

1 0 3 0 中 野 万 願 寺 川 1 0 7 8 多 々 良 木 円 山 川

1 0 3 2 吉 井 東 条 川 1 0 7 9 玉 置 円 山 川

1 0 3 3 桃 津 美 嚢 川 1 0 8 0 上 小 田 円 山 川

1 0 3 5 山 の 上 美 嚢 川 1 0 8 1 大 屋 大 屋 川

1 0 3 6 御 坂 志 染 川 1 0 8 4 八 鹿 八 木 川

1 0 3 7 三 木 本 町 美 嚢 川 1 0 8 5 関 宮 八 木 川

1 0 3 8 魚 橋 法 華 山 谷 川 1 0 8 6 矢 根 出 石 川

1 0 3 9 魚 住 瀬 戸 川 1 0 8 7 伊 府 稲 葉 川

1 0 4 3 牛 谷 天 川 1 0 8 8 森 本 竹 野 川

1 0 4 4 神 崎 越 知 川 1 0 9 1 竹 野 竹 野 川

1 0 4 5 寺 前 市 川 1 0 9 2 香 住 矢 田 川

1 0 4 6 福 崎 市 川 1 0 9 3 村 岡 矢 田 川

1 0 4 7 砥 堀 市 川 1 0 9 4 湯 舟 湯 舟 川

1 0 4 8 長 谷 市 川 1 0 9 5 佐 津 佐 津 川

1 0 4 9 植 木 市 川 1 0 9 6 温 泉 岸 田 川

1 0 5 1 天 川 天 川 1 0 9 8 浜 坂 岸 田 川

1 0 5 3 古 知 之 庄 夢 前 川 1 0 9 9 対 田 久 斗 川

1 0 5 4 書 写 夢 前 川 1 1 0 0 諸 寄 大 栃 川

1 0 5 5 護 持 菅 生 川 1 1 0 1 青 垣 加 古 川

1 0 5 6 実 法 寺 菅 生 川 1 1 0 2 本 郷 加 古 川
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付表1　兵庫県水位観
測所一覧表（その2）

祇園橋水位観測所の
追加に伴う番号ずれ

付表2　兵庫県水位観測所一覧表その（2）

コード番号 観 測 所 名 河 川 名 コ ー ド 番 号 観 測 所 名 河 川 名

1 1 0 3 小 南 柏 原 川 1 1 5 6 田 中 橋 大 日 川

1 1 0 5 上 成 松 葛 野 川 1 1 5 7 門 前 橋 北 富 士 川

1 1 0 6 篠 山 篠 山 川 1 1 5 8 掃 守 橋 成 相 川

1 1 0 7 国 領 竹 田 川 1 1 5 9 落 合 橋 竹 田 川

1 1 0 8 上 田 竹 田 川 1 1 6 0 魚 ヶ 滝 市 川

1 1 1 0 都 志 都 志 川 1 1 6 1 山 中 菅 生 川

1 1 1 1 郡 家 郡 家 川 1 1 6 2 石 亀 引 原 川

1 1 1 2 志 筑 宝 珠 川 1 1 6 3 大 久 保 谷 八 木 川

1 1 1 6 桑 間 洲 本 川 1 1 6 4 赤 根 川 赤 根 川

1 1 2 0 円 行 寺 三 原 川 1 1 6 5 住 吉 橋 喜 瀬 川

1 1 2 1 掃 守 三 原 川 1 1 6 6 上 戸 田 加 古 川

1 1 2 6 藍 本 武 庫 川 1 1 6 7 黒 田 庄 加 古 川

1 1 2 7 西 野 上 武 庫 川 1 1 6 8 家 原 千 鳥 川

1 1 2 8 三 田 武 庫 川 1 1 6 9 加 美 杉 原 川

1 1 2 9 下 青 野 青 野 川 1 1 7 0 船 木 東 条 川

1 1 3 0 小 野 黒 川 1 1 7 1 垂 井 橋 万 勝 寺 川

1 1 3 2 伊 川 谷 伊 川 １ 1 7 ２ 武 田 尾 武 庫 川

1 1 3 3 西 岡 橋 山 田 川 １ 1 7 ３ 高 平 羽 束 川

1 1 3 4 甲 橋 都 賀 川

1 1 3 5 水 道 橋 石 屋 川

1 1 3 6 森 北 高 橋 川

1 1 3 7 夙 川 夙 川

1 1 3 8 芦 屋 川 芦 屋 川

1 1 3 9 明 石 川 明 石 川

1 1 4 0 高 谷 川 内 高 谷 川

1 1 4 1 高 谷 川 外 高 谷 川

1 1 4 2 上 戸 田 加 古 川

1 1 4 3 春 安 菅 野 川

1 1 4 4 野 垣 奈 佐 川

1 1 4 5 藤 井 八 代 川

1 1 4 6 駄 坂 六 方 川

1 1 4 7 味 原 川 内 味 原 川

1 1 4 8 味 原 川 外 味 原 川

1 1 4 9 小 城 大 屋 川

1 1 5 0 大 坪 建 屋 川

1 1 5 1 今 田 東 条 川

1 1 5 2 東 本 荘 篠 山 川

1 1 5 3 宮 田 宮 田 川

1 1 5 4 東 良 橋 牛 内 川

1 1 5 5 下 所 橋 大 日 川

付表2　兵庫県水位観測所一覧表その（2）

コード番号 観 測 所 名 河 川 名 コ ー ド 番 号 観 測 所 名 河 川 名

1 1 0 3 西 中 加 古 川 1 1 5 6 下 所 橋 大 日 川

1 1 0 5 小 南 柏 原 川 1 1 5 7 田 中 橋 大 日 川

1 1 0 6 上 成 松 葛 野 川 1 1 5 8 門 前 橋 北 富 士 川

1 1 0 7 篠 山 篠 山 川 1 1 5 9 掃 守 橋 成 相 川

1 1 0 8 国 領 竹 田 川 1 1 6 0 落 合 橋 竹 田 川

1 1 1 0 上 田 竹 田 川 1 1 6 1 魚 ヶ 滝 市 川

1 1 1 1 都 志 都 志 川 1 1 6 2 山 中 菅 生 川

1 1 1 2 郡 家 郡 家 川 1 1 6 3 石 亀 引 原 川

1 1 1 6 志 筑 宝 珠 川 1 1 6 4 大 久 保 谷 八 木 川

1 1 2 0 桑 間 洲 本 川 1 1 6 5 赤 根 川 赤 根 川

1 1 2 1 円 行 寺 三 原 川 1 1 6 6 住 吉 橋 喜 瀬 川

1 1 2 6 掃 守 三 原 川 1 1 6 7 上 戸 田 加 古 川

1 1 2 7 藍 本 武 庫 川 1 1 6 8 黒 田 庄 加 古 川

1 1 2 8 西 野 上 武 庫 川 1 1 6 9 家 原 千 鳥 川

1 1 2 9 三 田 武 庫 川 1 1 7 0 加 美 杉 原 川

1 1 3 0 下 青 野 青 野 川 1 1 7 1 船 木 東 条 川

1 1 3 2 小 野 黒 川 １ 1 7 ２ 垂 井 橋 万 勝 寺 川

1 1 3 3 伊 川 谷 伊 川 １ 1 7 ３ 武 田 尾 武 庫 川

1 1 3 4 西 岡 橋 山 田 川 １ 1 7 ４ 高 平 羽 束 川

1 1 3 5 甲 橋 都 賀 川

1 1 3 6 水 道 橋 石 屋 川

1 1 3 7 森 北 高 橋 川

1 1 3 8 夙 川 夙 川

1 1 3 9 芦 屋 川 芦 屋 川

1 1 4 0 明 石 川 明 石 川

1 1 4 1 高 谷 川 内 高 谷 川

1 1 4 2 高 谷 川 外 高 谷 川

1 1 4 3 上 戸 田 加 古 川

1 1 4 4 春 安 菅 野 川

1 1 4 5 野 垣 奈 佐 川

1 1 4 6 藤 井 八 代 川

1 1 4 7 駄 坂 六 方 川

1 1 4 8 味 原 川 内 味 原 川

1 1 4 9 味 原 川 外 味 原 川

1 1 5 0 小 城 大 屋 川

1 1 5 1 大 坪 建 屋 川

1 1 5 2 今 田 東 条 川

1 1 5 3 東 本 荘 篠 山 川

1 1 5 4 宮 田 宮 田 川

1 1 5 5 東 良 橋 牛 内 川
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P80～
81

水防警報河川（海
岸）・水位周知河川一
覧表

甲武橋 2.20 3.20 3.80 4.50

小曽根 2.60 4.00 5.00 6.00

有馬川 全域 上山口 0.90 1.30 西宮市 神戸とは別個に発令 1.60 1.90 西宮市

夙川 全域 夙川 1.20 1.60 西宮市 西宮・尼崎港　合同発令 2.00 2.30 西宮市

芦屋川 全域 芦屋川 1.00 1.40 芦屋市 西宮・尼崎港　合同発令 1.70 2.00 芦屋市

西 宮

尼 崎 港 ・
西 宮

武庫川 全域

阪神南

尼崎市・西宮市阪神北とは別個に発令尼崎市・西宮市

武庫川 全域 武庫川潮止堰 TP+１．２ TP+２．２ 尼崎市・西宮市

左門殿川 全域 左門橋
陸閘閉鎖準備

TP＋1.7
陸閘閉鎖

TＰ＋2.2
尼崎市

阪神南 尼崎港

発令県民局名
（H27.4.1現在）

発令事務所名
（H27.4.1現在）

水 防 警 報 河 川

名　　　称 指定区域 検潮所
通報潮位

（ｍ）
警戒潮位

（ｍ）
対象市町

（H27.4.1現在）

発令方法
（注：いずれかの潮位計が発令

基準に達したときに発令）

水防警報河川　指定一覧表（高潮）

尼 崎 港 左門殿川 全域 左門橋 TP+1.70 TP+2.20 尼崎市 尼崎港 － － 尼崎市

甲武橋 2.20 3.20 3.80 4.50

小曽根 2.60 4.00 5.00 6.00

尼 崎 港 武庫川潮止堰 TP+1.50 TP+2.20 尼崎港のみ － －

西 宮 有馬川 全域 上山口 0.90 1.30 西宮市 神戸とは別個に発令 1.60 1.90 西宮市

夙川 全域 夙川 1.20 1.60 西宮市 西宮・尼崎港　合同発令 2.00 2.30 西宮市

芦屋川 全域 芦屋川 1.00 1.40 芦屋市 西宮・尼崎港　合同発令 1.70 2.00 芦屋市

阪神北とは別個に発令
尼崎市・西宮市 尼崎市・西宮市

尼 崎 港
・ 西 宮

全域
西 宮

武庫川

阪 神 南


